
 屋外での移動に大きな困難がある障害児の通学を対象とする外出支援について、令和７年度にモデル事業を実施（市単）
 なお、買い物、余暇活動、冠婚葬祭等については、現在実施している移動支援事業（ガイドヘルプサービス）で対応可能
（通学等は対象外）。費用負担は国1/2、県1/4、市1/4
※ただし、通学のための訓練の場合又は通常送迎している家族が病気となった場合、３か月を上限としてガイドヘルプサービスを利用可能
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